
 

 

 

 

八戸市公会堂・公民館耐震改修工事の工期の変更について 

 

 

 八戸市公会堂・公民館耐震改修工事は、来年度からの工事を予定しているが、基本設計時に想定

していた工期について、実施設計における検討等により延長する必要が生じた。このため、両館の

休館期間も変更せざるを得ないことから、その内容を報告するもの。 

 

 

１．工期の変更について  

  実施設計において構造計算を行った結果、新たに両施設の天井部分のトラス梁等の補強が必要

となったことや、五輪特需等によるハイテンションボルト等の需給逼迫により、７ヶ月の工期延

長が必要となり、工期を公会堂で 18ヶ月、公民館で 12ヶ月と見込むもの。 

 

２．休館予定 

施設 平成 29年報告時 今回変更 休館（開館）期間の変更内容 

公会堂 

平成 31年７月～

平成 32年７月 

（13ヶ月） 

平成 31年７月～

平成 32年 12月 

（18ヶ月） 

平成 32年８月～平成 32年 12月まで新たに休館 

公民館 

平成 32年８月～

平成 33年５月 

（10ヶ月） 

平成 33年１月～

平成 33年 12月 

（12ヶ月） 

・公会堂の工期延長により、工事着工前の使用可

能期間を平成 32 年７月までから平成 32 年 12 月

までに変更 

・平成 33 年６月～平成 33 年 12 月まで新たに休館 

 

３．今後のスケジュール 

平成 31年５月  公会堂・公民館耐震改修工事入札（６月議会提案） 

７月  公会堂ホール及びエントランス・ホワイエ 耐震改修工事着手 

平成 33年１月  公民館ホール耐震改修工事着手 
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